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○名張市多面的機能支払交付金交付要綱 

平成27年７月８日告示第90号 

改正 

令和４年３月２日告示第22号 

名張市多面的機能支払交付金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農業の有する多面

的機能の発揮の促進に関する法律（平成26年法律第78号。以下「法」という。）及び同法に基づ

く命令、多面的機能支払交付金実施要綱（平成26年４月１日付け25農振第2254号農林水産事務次

官依命通知。以下「国要綱」という。）、多面的機能支払交付金実施要領（平成26年４月１日付

け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「国要領」という。）並びに三重県多面的

機能支払事業実施要領（平成27年４月１日制定）に基づいて、活動組織等が行う活動に要する経

費に対し、予算の範囲内において名張市多面的機能支払交付金（以下「交付金」という。）を交

付することについて、名張市補助金等の交付に関する規則（昭和44年規則第４号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 活動組織等 本市の区域内において多面的機能発揮促進事業（法第３条第３項に規定する

多面的機能発揮促進事業のうち、同項第１号に掲げるものをいう。）を実施しようとする農業

者団体等（同項に規定する農業者団体等をいう。）であって、国要綱別紙５に定める広域活動

組織又は国要綱別紙６に定める活動組織をいう。 

(２) 農地維持活動 国要綱別紙１により農地維持支払交付金の交付の対象となる農地維持活動

をいう。 

(３) 資源向上活動 国要綱別紙２により資源向上支払交付金の交付の対象となる資源向上活動

をいい、次のア又はイの活動に応じて区分する。 

ア 資源向上活動（共同） 国要綱別紙２第４の１に規定する地域資源の質的向上を図る共同

活動をいう。 

イ 資源向上活動（長寿命化） 国要綱別紙２第４の２に規定する施設の長寿命化のための活

動をいう。 

(４) 組織の広域化・体制強化 国要綱別紙２第４の３に規定する組織の広域化・体制強化をい
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う。 

(５) 事業計画 法第７条第１項の規定により作成された事業計画をいう。 

（交付の対象及び交付額） 

第３条 交付金の交付の対象となる活動（以下「交付対象活動」という。）及び交付額の上限は、

別表１に掲げるとおりとし、活動組織等の事業計画が認定された年度の４月１日以降に実施した

活動について交付の対象とする。 

（申請手続） 

第４条 交付金の交付を受けようとする活動組織等は、名張市多面的機能支払交付金交付申請書（様

式第１号）に収支予算書（様式第２号）を添えて、市長が定める期日までに提出することにより

申請しなければならない。 

（交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請（第７条において単に「申請」という。）について、交付

金を交付することを決定したときは、名張市多面的機能支払交付金交付決定通知書（様式第３号）

により当該活動組織等に通知をするものとする。 

（変更申請等） 

第６条 前条の規定による交付決定を受けた活動組織等（以下「交付活動組織等」という。）は、

交付対象活動の内容を変更し、又は交付対象活動を中止し、若しくは廃止しようとするときは、

あらかじめ名張市多面的機能支払交付金変更等承認申請書（様式第４号。以下「変更等承認申請

書」という。）を市長に提出することにより申請しなければならない。 

２ 交付活動組織等は、前項の規定による申請を行う場合において、交付対象活動の内容を変更し

ようとするときは、変更等承認申請書に変更収支予算書（様式第５号）を添えて、市長に提出し

なければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があった場合において、当該申請を審査し、適当であると認

めるときは、名張市多面的機能支払交付金変更等承認通知書（様式第６号）により、その交付活

動組織等に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第７条 申請の取下げは、第５条の規定による交付決定の通知を受けた日から20日以内に行うもの

とし、交付活動組織等は、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請の取下げがあったときは、第５条の規定による交付決定は、なかったものとみなす。 

（実施状況の確認） 
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第８条 市長は、国要領第１の９又は第２の12の規定に基づき実施状況の確認を行い、必要に応じ

て指導又は助言を行うものとする。 

２ 前項の確認を求められた者は、当該確認の求めに応じるほか、同項の指導又は助言を受けたと

きは、当該指導又は助言を踏まえた交付対象活動の改善を行わなければならない。 

（完了実績報告） 

第９条 交付活動組織等は、第５条の規定による交付決定のあった年度の３月31日までに国要綱別

紙１の第５の７又は別紙２の第５の８に定めるところにより、名張市多面的機能支払交付金完了

実績報告書（様式第７号）に、活動記録、金銭出納簿、実施状況報告書、三重県型自立・協創に

向けた地域活動に係る実施状況報告書、記録写真、領収書、出納帳の写しその他収支の明細が分

かるもの、通帳の写しその他必要な書類を添えて、実施状況の報告をしなければならない。 

（交付金の額の確定） 

第10条 市長は、前条の報告を受けた場合において、交付金の額を確定したときは、名張市多面的

機能支払交付金の額の確定通知書（様式第８号）によりその旨を交付活動組織等に通知するもの

とする。 

（交付金の交付等） 

第11条 交付活動組織等は、前条の規定により交付すべき交付金の額が確定したときは、名張市多

面的機能支払交付金精算払請求書（様式第９号）を提出することにより、市長に交付金の交付を

請求するものとする。ただし、市長が交付金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認

めたときは、名張市多面的機能支払交付金概算払請求書（様式第10号）により、概算払請求をす

ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。 

（交付金の返還） 

第12条 市長は、規則第20条第１項の規定による交付の決定の取消しを行った場合のほか、国要綱

別紙１の第９若しくは別紙２の第９に定める返還を求める事由が生じた場合又は第６条第１項の

規定による活動の廃止があった場合は、国要領第１の15の(２)ア又は第２の19の(２)アに定める

ところにより、交付金を返還させることができる。 

２ 前項の規定による交付金の返還を求められた者は、市長が定める期日までに、当該交付金を市

長に返還しなければならない。 

（交付金の持ち越し） 

第13条 交付活動組織等は、事業計画に定める活動期間内において、各会計年度の終了時点で生じ
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た農地維持活動又は資源向上活動に係る交付金の残額を翌会計年度の経理に含めることができる

ものとする。 

２ 前項の規定による交付金の持ち越しを行おうとする交付活動組織等は、市長の定める期日まで

に、国要領第１の11の(３)又は第２の14の(３)に定めるところにより実施状況報告書を市長に提

出することにより、実施状況を報告しなければならない。 

（交付金の精算） 

第14条 第11条第２項の規定による交付金の概算払を受けた交付活動組織等は、第９条の報告にお

いて当該交付金に残額が生じた場合は、国要領第１の11の(１)又は第２の14の(１)の規定により、

これを市長に返還しなければならない。 

（交付金に係る会計経理等） 

第15条 交付金の交付を受けた交付活動組織等は、別表２の交付金欄に掲げる１の経費と２の経費

とを区分して経理しなければならない。 

２ 前項の規定は、第13条の交付金の持ち越しについて準用する。 

３ 交付金の交付を受けた交付活動組織等は、国要領第１の７の(３)及び第２の９の(４)に定める

ところにより、会計経理を適正に行うとともに当該交付を受けた日の属する年度の翌年度から起

算して５年間経理書類を保管しなければならない。 

（その他） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年４月１日から適用する。 

別表１（第３条関係） 

農地維持活動及び資源向上活動 

交付の対象となる活動 地目 10アール当たりの交付単価 

農地維持活動 

田 3,000円 

畑 2,000円 

草地 250円 

資源向上活動（共同） 100％単価 
田 

2,400円 

（2,000円（※２）） 

畑 1,440円 
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（1,200円） 

草地 
240円 

（200円） 

75％単価 

（※１） 

田 
1,800円 

（1,500円） 

畑 
1,080円 

（900円） 

草地 
180円 

（150円） 

資源向上活動（長寿命化） 

田 4,400円 

畑 2,000円 

草地 400円 

【資源向上活動（共同）の交付単価について】 

（※１）農地・水保全管理支払の共同活動若しくは資源向上活動（共同）を５年間以上実施した対

象農用地又は資源向上活動（長寿命化）の対象農用地については、交付単価に0.75を乗じた

単価とする。 

（※２）資源向上活動（共同）における「多面的機能の増進を図る活動」に取り組まない場合には、

交付単価に６分の５を乗じた（  ）内の単価とする。 

組織の広域化・体制強化 

区分 １組織当たりの交付単価 

３集落以上又は50ヘクタール以上200ヘクタール未

満 
４万円 

200ヘクタール以上1,000ヘクタール未満又は特定非

営利活動法人 
８万円 

1,000ヘクタール以上 16万円 

別表２（第15条関係） 

交付金 交付金の対象 

１ 農地維持活動及び資源向上活動（共同）

に係る交付金 

農地維持活動、資源向上活動（共同）及び組織の広

域化・体制強化に係る経費 
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２ 資源向上活動（長寿命化）に係る交付金資源向上活動（長寿命化）に係る経費 

様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 
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様式第５号（第６条関係） 
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様式第６号（第６条関係） 
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様式第７号（第９条関係） 
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様式第８号（第10条関係） 
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様式第９号（第11条関係） 
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様式第９号別添 
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様式第10号（第11条関係） 
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様式第10号別添 

 


